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北見市防犯灯補助金　設置費補助金交付決定(変更)通知書

指令第　　号

年　　月　　日

補助申請者　様

 北見市長　　　　　


　　　　年　　月　　日付け、申請のあった標記補助金に係る変更申請につきまして、北見市防犯灯補助金交付規則第7条第2項の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。


記

1　設置灯数　　　　　　　　　　　　　　　灯

2　補助金額　　　　　　　　　　　　　　　円

3　設置完了予定日　　　　　　年　　月　　日

4　補助の条件									
（1）補助金は、目的以外に使用しないこと。					
（2）設置工事完了後、防犯灯設置工事完了届を作成し、速やかに市長宛に提出すること。
（3）補助対象経費に係る決算額が補助対象経費に満たないときは、補助金額を減額し、
　　 又は返還すること。		




【留意事項】									
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがあります。



